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　　衛生研究所では食の安心 ・ 安全を守るため， 苦情品

の検査を実施している． このうち，理化学部では金属，

プラスチック， 骨などの混入異物等に対して， 主に機

器分析等の理化学検査を担当している 1)．

　　2024 年度に理化学部が担当した異物検査の件数は

3 件であり， 異物の種類としては， ガラス， プラスチッ

ク，タンパク質等に由来する物質が推定された（表 1）．

今回， これらの 3 事例について報告する．

　　異物に対する試験方法として， 形態観察， 赤外吸収

スペクトル分析及び蛍光 X 線分析を実施した． 形態

観察には実体顕微鏡 （SZX16， オリンパス （株）） を

使用し， 赤外吸収スペクトル分析にはフーリエ変換赤

外分光光度計 （FT/IR- 4700， 日本分光 （株）， 以下，

FT-IR） による ATR 法を用いた． 蛍光 X 線分析には

エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDX-8000，（株）

島津製作所， 以下， 蛍光 X 線） を使用し， 測定範囲

は Na-U とした． なお， 必要に応じてタンパク質の定

性試験等も実施した．

　　事例 1 では， 焼豚切り落としのパックから出てき

た黒色の異物について検査を実施した． 異物は複数個

発見され， 大きさは約 3 × 3 mm 程度であり， 実体

顕微鏡による形態観察を行ったところ， カビあるい

は昆虫等が推定されるような特徴は確認されなかっ

た （図 1 （ア））． そこで， 黒色の異物が焼豚の焦げで

ある可能性を考慮し， 異物が混入していた 「焼豚の赤

身の肉」 を対照品 a （図 1 （イ））， 「焼豚の赤身の肉

を焦がしたもの」 を対照品 b とし， 併せて検査を行っ

た． 蛍光 X 線による含有元素の分析では， 異物の任

意の 3 箇所蛍光 X 線による含有元素の分析では， 異

物の任意の 3 箇所 （A ～ C） （図 1 （ア）） 及び対照品

神奈川県衛生研究所研究報告　No.55 (2025)

Bull. Kanagawa Ins. of P.H.

神奈川県衛生研究所 理化学部

〒 253-0087 茅ヶ崎市下町屋 1-3-1

資料

食品中の異物に対する理化学検査事例
について (2024 年度 )

垣田雅史，熊坂謙一

Physical and chemical analyses for foreign 
matter found in food (April，2024 – 

March，2025)

Masashi KAKITA and Kenichi KUMASAKA

表１　異物混入事例に対する理化学検査実施状況 （2024 年度）

図１　異物及び対照品
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a からは， Na， K， Ca， P 及び S が共通して検出され

た （表 2）． 異物からは石やガラスの主な成分である

Si 等が検出されなかったことから， 異物は石やガラ

スではないと考えられた． FT-IR による分析では， 異

物の任意の 2 か所 （A 及び D） （図 1 （ア）） と対照品 （a

及び b） との赤外吸収スペクトルを比較した． 異物及

び対照品では， 明確な一致とは言えないものの， タン

パク質由来と考えられる 3300 cm-1 付近の N-H 伸縮

振動， 1600 ～ 1650 cm-1 の C=O 伸縮振動， 1510 ～

1540 cm-1 の N-H 変角振動， C-N 伸縮振動 （混成振

動） 及び 1210 ～ 1240 cm-1 の C-N 伸縮振動， N-H

変角振動 （混成振動） 2-4) 並びに脂肪酸エステル （油

脂） 由来と考えられる 2920 cm-1 及び 2850 cm-1 付

近の CH2 伸縮振動 3,4) が認められた （図 2 （ア），（イ））．

また，異物 D 及び対照品 b では，脂肪酸エステル（油脂）

由来と考えられる 1740 cm-1 付近の C=O 伸縮振動 3,4)

が認められた （図 2 （イ））． 異物及び対照品では， 上

記のタンパク質由来と考えられる吸収に数十 cm-1 程

度の変動があったが， 主要な吸収帯は類似していた．

また， 異物及び対照品 （a 及び b） について， キサン

トプロテイン反応定性試験を実施した結果， すべて陽

性であった． これらのことから， 異物はタンパク質及

び油脂等で構成された原材料に由来する物質と推定さ

れた． 異物は製品の加工工程中に原材料が変性するこ

とで生成された物質である可能性が考えられた．

 

図２　異物（A 及び D）と対照品 (a 及び b) の赤外吸収スペクトル

表２　蛍光 X 線分析結果
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振動 3,5) が認められた （図 4）． 当該スペクトルパター

ンはポリプロピレンに類似していたことから， 対照品

としてポリプロピレン製容器について測定し， 双方の

赤外吸収スペクトルを比較した結果， スペクトルパ

ターンは酷似しており，高い相関を示した（図 4）． 従っ

て， 上記の吸収はいずれもポリプロピレンの CH2 又

は CH3 に由来するものであると考えられた． 一方，

対照品のスペクトルには見られなかった異物の 1750 

cm-1 付近の吸収は， 過去の報告によると加熱や光の

影響によって生じた変性の影響を示すものと考えら

れ 6)， 製造工程にて加熱の影響を受けている可能性が

考えられた． 以上の結果より， 異物の材質はポリプロ

ピレンと推定された．

　　事例 3 では， ケチャップライスから出てきたガラ

ス片様の異物について検査を実施した． 異物の大きさ

は， 約 14 mm × 11 mm， 厚さ 5 mm 程度であった．

形状は無色透明なガラス片様であり， 実体顕微鏡によ

る形態観察を行ったところ， 表面の一部には平らな

面， 辺縁には割れ落ちたような不規則な断面があった

（図 5）． また， 異物には生物的な形態は見られず， 人

　　事例 2 では， 冷凍ワッフルから出てきたプラスチッ

ク片様の異物について検査を実施した． 異物 （A 及

び B） はワッフルの中に練りこまれた状態で 2 個発

見され， 大きさは， 異物 A が約 25mm × 12 mm，

厚さ 2mm 程度， 異物 B が約 30mm × 8 mm， 厚さ

2mm 程度であった． 形状は半透明なプラスチック片

様で， 実体顕微鏡による形態観察を行ったところ， 表

面にひび割れや鋭角な断面が見られ，一部，折れ曲がっ

た箇所があった （図 3）． 超純水で洗浄した異物につ

いて， FT-IR による分析を行ったところ， 炭化水素

（C-H） 由来と考えられる 2950 cm-1 及び 2870 cm-1

付近の CH3 伸縮振動， 2920 cm-1 及び 2840 cm-1 付

近の CH2 伸縮振動， 1450 cm-1 付近の CH2 はさみ振

動， CH3 変角振動並びに 1380 cm-1 付近の CH3 変角

図４　異物（A 及び B）と対照品との赤外吸収スペクトルの比較

図３　異物 A 及び異物 B

図５　異物 （A 面及び B 面）
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工物の一部と考えられた． 洗浄後の異物を超純水中に

入れたところ沈んだため， 異物の比重は 1 より大き

いことが判明した． そこで，形態的な類似性を踏まえ，

対照品としてガラス製実験器具の破片について併せ

て検査を行った． 洗浄後の異物 （A 面及び B 面） 及

び対照品について， 蛍光 X 線による含有元素の分析

を行ったところ， 洗浄後の異物では， Si， Ca， K 及

び Al， 対照品では， Si 及び Al が検出された （表 3）．

洗浄後の異物及び対照品ともに， Si が最も多い割合

で検出され， 対照品では Si の割合が 95％以上であっ

た． ガラス製品の中には Si の割合が多い石英ガラス

などがあり， ガラスの種類により構成元素の割合に差

があるものの， これらの元素構成はガラスの特徴を示

すものと考えられた 7)． なお， 洗浄後の異物では， A

面及び B 面において検出された元素の割合に大きな

違いは認められなかった． また， 洗浄後の異物につい

て FT-IR による分析を行ったところ， プラスチック

などの合成樹脂由来と考えられる吸収は見られなかっ

た． さらに， 洗浄後の異物について燃焼試験を実施し

た結果， 異物は加熱によって橙赤色に変化したが， 燃

焼はせず煙やにおいも発生しなかった． そのため， 異

物の燃焼特性は一般的なガラスの特性と一致してい

た． これらのことから， 異物はプラスチックなどの合

成樹脂ではなく， ガラスであると推定された．

　　食品中の異物検査では， 多種多様な物質が対象とな

るため， 迅速に確認するためには専門的な技術や経験

が求められる． 形態を注意深く観察し， 適切な分析方

針を決定することが， 迅速な原因究明の糸口となる．

また， 異物と対照品を十分に比較することが， 信頼性

の高い検査結果を得るためには重要であると考えられ

た．

� （令和 7 年 7 月 4 日受理）
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